
　　生活習慣病の早期発見などのために、健康診断を受診して健康状態を確かめましょう！　　　　　　　

　１６歳以上３９歳以下の世田谷区民（昭和６２年４月１日～平成２３年３月３１日生まれ）で、

　他に健診機会のない方

　1年度に１回受診できます

　 　５００円

　①生活保護受給者②中国残留邦人等支援給付受給者の方③世帯全員が令和７年度住民税非課税の方
　 　　は事前に申請いただくことで、免除できます。申請時にお申し出ください。

　問診、血圧測定、計測（身長・体重・腹囲など）、聴打診、尿検査、血液検査

（１） 検査項目のいくつかは食事の影響を受けますので、朝食は取らずにお越しください。

（２） 体脂肪測定は素足で行いますので、素足になりやすい服装でお越しください。

（３） 血圧はひじ上で測りますので、厚手の服を着用の場合、脱いで測定させていただくことがあります。

（４） 健康管理のための食事診断、栄養士・保健師の個別相談も行っています。

　受付時間　①午前９時～９時２０分、②午前９時３０分～９時５０分 （8時45分開場）

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

曜日 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水

　二次元コード、区ホームページからのオンライン予約または電話

　受診後１か月ほどで郵送いたします。

　※健診結果は、就職や入試に必要な診断書とは異なります。

　世田谷保健福祉センター健康づくり課分室

　東急世田谷線「松陰神社前駅」徒歩４分
　※世田谷合同庁舎の駐車場はご利用いただけません。区役所の駐車場または公共交通機関をご利用ください。

　・　健診当日に発熱や咳など体調がすぐれない場合は来所をご遠慮ください。

　・　医療施設のため、マスクの着用をお願いいたします。

　・　ご家族等の付き添いが必要な方は、予約時にお申し出ください。

　世田谷総合支所　
　保健福祉センター
　健康づくり課　事業係

　 電話　　０３－５４３２－２８９３

　 ＦＡＸ　０３－５４３２－３０７４

　・　小さなお子様連れの方はベビーカーでお越しいただくことをお勧めいたします。
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令和8年度 区民健康診断のご案内

世田谷総合支所 予約二次元コード



◎区民健診は、区内いずれの総合支所でも受診することができます。

　いずれの日程も予約制になります。

　区ホームページから各総合支所の予約フォームにて申請いただくかお電話にてご予約ください。
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令和８年度 他支所の区民健診日程
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